
３ 任用関係業務
法第15条は、「職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その

他の能力の実証に基づいて行わなければならない。」と任用に関する根本基準を定め、成績

主義の原則を明確にしている。

本県においては、昭和47年５月15日に、人事委員会規則として「職員の任用に関する規則」

を公布、施行した。

同規則に基づき実施した職員の採用、昇任等の状況は、次のとおりである。

⑴ 採用試験、選考の状況

ア 採用試験の実施状況

(ｱ) 上級試験

上級試験は、大学卒業程度の能力を有する者を対象とした試験である。試験区分

は、行政、心理、社会福祉、電気、機械、土木、建築、化学、農業、農業土木、農

芸化学、畜産、林業、水産、病院事務及び警察事務の16区分であった。

申込者総数は1,516人で前年度に比べ52人減少し、受験者総数は1,272人で前年度

に比べ55人減少した。受験率は83.9％で、前年度に比べ0.7ポイント低下した。

最終合格者数は230人で前年度に比べ46人増加し、競争倍率は5.5倍で、前年度に

比べ1.7ポイント低下した。

（過去５年間の実績）

項目 申込 申込者 受験 受験者 受験率 合格者数 最終合格
競争倍率

年度 者数 増減数 者数 増減数 （％） 一次試験 最 終 者増減数

平成30年度 1,678 △ 182 1,429 △ 167 85.2 274 166 36 8.6

令和元年度 1,432 △ 246 1,260 △ 169 88.0 258 170 4 7.4

令和２年度 1,535 103 1,283 23 83.6 274 206 36 6.2

令和３年度 1,568 33 1,327 44 84.6 286 184 △ 22 7.2

令和４年度 1,516 △ 52 1,272 △ 55 83.9 312 230 46 5.5

(ｲ) 中級試験

中級試験は、短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とした試験である。試験

区分は、県立学校事務Ⅰ、県立学校事務Ⅱ及び市町村立学校事務の３区分であった。

申込者総数は543人で前年度に比べ104人減少し、受験者総数は368人で前年度に

比べ90人減少した。受験率は67.8％で、前年度に比べ3.0ポイント低下した。

最終合格者数は47人で前年度に比22人増加し、競争倍率は7.8倍で、前年度に比

べ10.5ポイント低下した。

（過去５年間の実績）

項目 受験申 申込者 受験 受験者 受験率 一次試験 最終合 最終合格
競争倍率

年度 込者数 増減数 者数 増減数 （％） 合格者数 格者数 者増減数

平成30年度 636 △ 163 458 △ 125 72.0 82 46 19 10.0

令和元年度 536 △ 100 384 △ 74 71.6 51 25 △ 21 15.4

令和２年度 707 171 507 123 71.7 45 23 △ 2 22.0

令和３年度 647 △ 60 458 △ 49 70.8 50 25 2 18.3

令和４年度 543 △ 104 368 △ 90 67.8 84 47 22 7.8
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(ｳ) 初級試験

初級試験は、高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とした試験である。試験

区分は、一般事務、土木、農業土木及び警察事務の４区分であった。

申込者総数は693人で前年度に比べ54人減少し、受験者総数は280人で前年度に比

べ69人減少した。受験率は40.4％で、前年度に比べ6.3ポイント低下した。

最終合格者数は17人で前年度に比べ３人増加し、競争倍率は16.5倍で、前年度に

比べ8.4ポイント低下した。

（過去５年間の実績）

項目 受験申 申込者 受験 受験者 受験率 一次試験 最終合 最終合格
競争倍率

年度 込者数 増減数 者数 増減数 （％） 合格者数 格者数 者増減数

平成30年度 904 148 462 57 51.1 40 24 △ 4 19.3

令和元年度 947 43 752 290 79.4 37 9 △ 15 83.6

令和２年度 742 △ 205 398 △ 354 53.6 33 17 8 23.4

令和３年度 747 △ 5 349 △ 49 46.7 42 14 △ 3 24.9

令和４年度 693 △ 54 280 △ 69 40.4 31 17 3 16.5

(ｴ) 警察官Ａ試験

警察官Ａ試験は、大学卒業者又は卒業見込者を対象とした試験である。試験区分

は、男性及び女性の２区分であった。

申込者総数は292人で前年度に比べ93人減少し、受験者総数は213人で前年度に比

べ51人減少した。受験率は72.9％で、前年度に比べ4.3ポイント上昇した。

最終合格者数は33人で前年度に比べ20人減少し、競争倍率は6.5倍で、前年度に

比べ1.5ポイント上昇した。

（過去５年間の実績）

項目 受験申 申込者 受験 受験者 受験率 一次試験 最終合 最終合格
競争倍率

年度 込者数 増減数 者数 増減数 （％） 合格者数 格者数 者増減数

平成30年度 556 △ 58 405 △ 24 72.8 209 60 △ 1 6.8

令和元年度 482 △ 74 341 △ 64 70.7 160 49 △ 11 7.0

令和２年度 343 △ 139 278 △ 63 81.0 207 58 9 4.8

令和３年度 385 42 264 △ 14 68.6 132 53 △ 5 5.0

令和４年度 292 △ 93 213 △ 51 72.9 109 33 △ 20 6.5

(ｵ) 警察官Ｂ試験

警察官Ｂ試験は、大学卒業者（卒業見込者を含む。）以外を対象とした試験であ

る。試験区分は、男性及び女性の２区分であった。

申込者総数は794人で前年度に比べ156人減少し、受験者総数は403人で前年度に

比べ136人減少した。受験率は50.8％で、前年度に比べ5.9ポイント低下した。

最終合格者数は72人で前年度に比べ17人減少し、競争倍率は5.6倍で前年度に比

べ0.5ポイント低下した。

（過去５年間の実績）

項目 受験申 申込者 受験 受験者 受験率 一次試験 最終合 最終合格
競争倍率

年度 込者数 増減数 者数 増減数 （％） 合格者数 格者数 者増減数

平成30年度 1,139 △ 117 683 △ 126 60.0 233 54 △ 6 12.6

令和元年度 965 △ 174 555 △ 128 57.5 197 48 △ 6 11.6

令和２年度 872 △ 93 531 △ 24 60.9 249 67 19 7.9

令和３年度 950 78 539 8 56.7 271 89 22 6.1

令和４年度 794 △ 156 403 △ 136 50.8 172 72 △ 17 5.6
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(ｶ) 障害者を対象とした採用選考試験

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）の趣旨に基づき、

障害者の雇用の促進を図ることを目的とした選考試験である。試験区分は、一般事

務の１区分であった。

申込者数は43人で前年度と比べ２人減少し、受験者数は35人で前年度に比べ４人

減少した。受験率は81.4％で、前年度に比べ5.3ポイント低下した。

最終合格者数は11人で前年度に比べ５人増加し、競争倍率は3.2倍で前年度に比

べ3.3ポイント低下した。

（過去５年間の実績）

項目 受験申 申込者 受験 受験者 受験率 一次試験 最終合 最終合格
競争倍率

年度 込者数 増減数 者数 増減数 （％） 合格者数 格者数 者増減数

平成30年度 19 △ 7 14 △ 10 92.3 8 5 3 2.8

令和元年度 38 19 32 18 84.2 13 8 3 4.0

令和２年度 38 0 35 3 92.1 14 7 △ 1 5.0

令和３年度 45 7 39 4 86.7 14 6 △ 1 6.5

令和４年度 43 △ 2 35 △ 4 81.4 22 11 5 3.2

(ｷ) 口頭による開示請求を受け開示した個人情報

沖縄県個人情報保護条例（平成17年沖縄県条例第２号）第26条第２項及び口頭に

より開示請求をすることができる保有個人情報（平成18年沖縄県人事委員会告示第

１号）の規定に基づき、令和４年度に開示した個人情報は、次のとおりである。

試験種類 開示した内容 件数

上 級
第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 187

第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 181

中 級
第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 50

第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 49

初 級
第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 20

第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 8

警察官Ａ
第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 21

第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 67

警察官Ｂ
第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 22

第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 66

障害者を対象とし 第一次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位 5

た選考試験 第二次試験の試験種目別得点並びに総合得点及び総合順位 11
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イ 採用試験の実施日程

令和４年度採用試験の実施日程は、次のとおりである。

試験 試験 受付期間 第一次 第一次試験 第二次 最終合格

種類 公告日 試験日 合格発表日 試験日 発表日

4月28日(木) 7月9日(土)

上級 4月26日(火) ～ 6月19日(日) 6月30日(木) ～ 8月22日(月)

5月20日(金) 8月10日(水)

7月11日(月) 10月23日(日)

中級 4月26日(火) ～ 9月25日(日) 10月7日(金) ～ 11月25日(金)

8月12日(金) 11月9日(水)

7月11日(月) 10月23日(日)

初級 4月26日(火) ～ 9月25日(日) 10月7日(金) ～ 11月25日(金)

8月12日(金) 11月8日(火)

4月28日(木) 7月9日(土) 8月6日(土)

警察官Ａ 4月26日(火) ～ ～ 7月20日(水) ～ 9月16日(金)

5月20日(金) 7月10日(日) 9月5日(月)

6月27日(月) 10月15日(土) 11月12日(土)

警察官Ｂ 4月26日(火) ～ ～ 10月28日(金) ～ 12月23日(金)

8月12日(金) 10月16日(日) 12月1日(木)

障害者を対象と
7月11日(月) 11月10日(木)

した選考試験
公告対象外 ～ 10月16日(日) 10月28日(金) ～ 12月2日(金)

8月12日(金) 11月18日(金)

ウ 採用試験の対象職及び給料月額

試験種類ごとの対象となる職及び給料月額は、次のとおりである。

給料月額

試験種類 対象職 給料月額

行政職給料表 １級の職 185,200 円

上級 企業局給料表 １級の職 185,200 円

研究職給料表 ２級の職 198,500 円

中級 行政職給料表 １級の職 167,100 円

初級
行政職給料表 １級の職 154,600 円

企業局給料表 １級の職 154,600 円

警察官Ａ 公安職給料表 １級の職 212,000 円

警察官Ｂ 公安職給料表 １級の職 178,000 円

障害者を対象とした選考試験 行政職給料表 １級の職 150,100 円

※ 給料月額は、令和５年３月31日現在のものである。
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エ 採用試験の受験資格

令和４年度採用試験の受験資格は、次のとおりである。

試験種類 受験資格

１ 次のいずれかに該当する者

⑴ 昭和62年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた者（学歴不問）

⑵ 平成13年４月２日以降に生まれた者で大学を卒業したもの又は令和５

年３月までに大学を卒業する見込みのもの（人事委員会が同等の資格が

あると認めるものを含む。）

※「心理」の試験区分については、１に加え、大学において心理学を専修

上級 する学科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した又は令和４年３

月までに卒業見込みであること。

※「社会福祉」の試験区分については、１に加え、次のいずれかに該当す

る者

⑴ 社会福祉士となる資格を有する者

⑵ 社会福祉主事としての任用資格を有する者又は令和５年３月までに

当該任用資格を取得する見込みの者

※「警察事務」の試験区分については、１に加え、日本国籍を有する者

１ 平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者（学歴不問）

中級 ※「県立学校事務Ⅱ」の試験区分については、１に加え、図書館法に規定

する司書となる資格を有する者又は令和５年３月までに当該資格を取得

する見込みの者

１ 平成13年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者（大学におけ

初級 る在学期間が２年を超える者を除く。）

※「警察事務」の試験区分については、１に加え、日本国籍を有する者

１ 次のいずれにも該当する者

⑴ 平成５年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者

警察官Ａ ⑵ 大学を卒業した者又は令和５年３月までに卒業する見込みの者（人事

委員会が同等の資格があると認める者を含む。）

⑶ 日本国籍を有する者

１ 次のいずれにも該当する者

⑴ 平成５年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者

警察官Ｂ ⑵ 次の要件に該当しない者

大学を卒業した者又は令和５年３月までに大学を卒業する見込みの者（人

事委員会が同等の資格があると認める者を含む。）

⑶ 日本国籍を有する者

１ 次のいずれにも該当する者

⑴ 昭和62年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者

障害者を対 ⑵ 次の手帳等の交付を受けている者

象とした選 ア 身体障害者手帳又は身体障害を有する旨の診断書・意見書

考試験 イ 療育手帳又は知的障害者であることの判定書

ウ 精神障害者保健福祉手帳

※手帳等は、受験申込日及び受験当日において有効であることが必要

※法第16条の欠格事項に該当する者は、受験できない。

※「大学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く)をいう。
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オ 採用試験の実施方法

令和４年度採用試験の実施方法は、次のとおりである。

試験種類 第一次試験 第二次試験 資格調査

教養試験 口述試験 受験資格

(事務系)択一式50問(2時間30分) 個別面接 の有無、

上級 (技術系)択一式30問(2時間) 集団討論(上級) 申込書記

専門試験 載事項の

択一式40問(２時間) 論文試験(上級・中級) 真否等

1,000字以内(２時間)

教養試験 作文試験(初級)

択一式50問(２時間30分) 600字以内(１時間)

中級 専門試験

択一式40問(２時間) 適性検査(個別面接の参考)

教養試験

択一式50問(２時間30分)

初級 専門試験(土木・農業土木)

択一式40問(２時間)

教養試験 口述試験

択一式50問(２時間30分) 個別面接

論文試験(警察官Ａ)

体力検査Ⅰ 1,000字以内(２時間)

20メートルシャトルラン 作文試験(警察官Ｂ)

600字以内(１時間)

適性検査(個別面接の参考)

警察官Ａ 身体検査(医療機関で検査)

警察官Ｂ 聴力、視力、色覚

身体測定

身体の諸機能

体力検査Ⅱ

腕立て伏せ、反復横跳び、

上体起こし

資格加点

救急救命士、語学、簿記、

情報処理、武道等の資格

教養試験 口述試験

障害者を対象 択一式40問(２時間) 個別面接

とした選考試 作文試験

験 600字以内(１時間)

適性検査(個別面接の参考)
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カ 採用試験の実施結果

令和４年度採用試験の実施結果は、次のとおりである。

採用 申込 受験 受験率 第一次 最終 競争率 採用候補者名簿登載者

試験区分 予定数 者数 者数 (％) 合格者 合格者 (倍) 採用 辞退者 未採用

(A) (B) (B/A×100) (C) (B/C) 者数 等数 者数

行政 34名程度 971 808 83.2 183 136 5.9 95 41 0

心理 若干名 19 17 89.5 5 3 5.7 3 0 0

社会福祉 ５名程度 41 36 87.8 13 13 2.8 13 0 0

電気 若干名 25 19 76.0 8 3 6.3 2 1 0

機械 若干名 18 12 66.7 6 6 2.0 5 1 0

土木 17名程度 45 39 86.7 19 18 2.2 8 10 0

建築 ６名程度 18 15 83.3 6 6 2.5 2 4 0

上 化学 若干名 23 21 91.3 7 2 10.5 1 1 0

級 農業 ８名程度 49 42 85.7 14 7 6.0 6 1 0

農業土木 17名程度 16 14 87.5 11 8 1.8 6 2 0

農芸化学 若干名 16 12 75.0 2 2 6.0 2 0 0

畜産 若干名 8 5 62.5 3 2 2.5 2 0 0

林業 若干名 10 10 100.0 5 4 2.5 3 1 0

水産 若干名 11 9 81.8 7 5 1.8 5 0 0

病院事務 ７名程度 95 86 90.5 14 12 7.2 5 7 0

警察事務 若干名 151 127 84.1 9 3 42.3 1 2 0

小 計 1,516 1,272 83.9 312 230 5.5 159 71 0

県立学校事務Ⅰ 若干名 239 146 61.1 15 12 12.2 7 5 0

中 県立学校事務Ⅱ 若干名 54 47 87.0 9 3 15.7 2 0 1

級 市町村立学校事務 ９名程度 250 175 70.0 60 32 5.5 20 12 0

小 計 543 368 67.8 84 47 7.8 29 17 1

一般事務 若干名 383 157 41.0 12 7 22.4 5 2 0

初 土木 若干名 20 13 65.0 5 4 3.3 3 1 0

級 農業土木 若干名 46 14 30.4 5 4 3.5 4 0 0

警察事務 若干名 244 96 39.3 9 2 48.0 2 0 0

小 計 693 280 40.4 31 17 16.5 14 3 0

合 計 2,752 1,920 69.8 427 294 6.5 202 91 1

警察官Ａ(男性) 17名程度 231 172 74.5 89 23 7.5 21 2 0

警 警察官Ａ(女性) ７名程度 61 41 67.2 20 10 4.1 9 1 0

察 警察官Ｂ(男性) 24名程度 560 311 55.5 122 54 5.8 41 12 1

官 警察官Ｂ(女性) 11名程度 234 92 39.3 50 18 5.1 16 2 0

小 計 1,086 616 56.7 281 105 5.9 87 17 1

総 計 3,838 2,536 66.1 708 399 6.4 289 108 2

障害者を対象とした選考試験

一般事務 ７名程度 43 35 81.4 22 11 3.2 11 0 0

※「採用候補者名簿登載者」…令和５年４月１日現在

試
験
種
類
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キ 採用候補者名簿登載者の状況

令和４年度採用候補者名簿登載者の状況は、次のとおりである。

試 学歴 年齢※ 性別

験 試験区分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

種 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 男 女

類

行政 136 136 52 40 13 8 6 3 2 4 2 1 5 78 58

心理 3 3 1 1 1 1 2

社会福祉 13 13 3 2 2 2 4 5 8

電気 3 3 1 1 1 3

機械 6 6 1 2 1 1 1 5 1

土木 18 17 1 12 2 1 2 1 13 5

建築 6 6 4 1 1 3 3

上 化学 2 2 2 2

級 農業 7 7 1 1 2 2 1 7

農業土木 8 8 2 3 1 1 1 7 1

農芸化学 2 2 1 1 1 1

畜産 2 2 2 2

林業 4 4 1 3 3 1

水産 5 5 1 1 2 1 4 1

病院事務 12 12 1 5 1 2 2 1 9 3

警察事務 3 3 2 1 1 2

小計 230 229 1 82 56 27 16 11 10 5 6 4 2 11 144 86

県立学校事務Ⅰ 12 12 1 2 3 3 1 1 1 2 10

中 県立学校事務Ⅱ 3 3 1 2 3

級 市町村立学校事務 32 30 1 1 6 5 5 5 1 3 3 1 1 2 6 26

小計 47 45 1 1 1 9 8 8 1 6 1 3 3 1 1 5 8 39

一般事務 7 7 1 2 2 2 4 3

初 土木 4 4 2 2 4

級 農業土木 4 4 2 1 1 3 1

警察事務 2 2 1 1 2

小計 17 17 5 3 6 3 13 4

計 294 274 1 19 5 3 6 4 91 64 35 17 17 11 8 9 5 3 16 165 129

警察官A(男性) 23 23 9 3 4 4 1 1 1 23

警 警察官A(女性) 10 10 4 3 2 1 10

察 警察官B(男性) 54 54 5 7 26 9 2 1 1 3 54

官 警察官B(女性) 18 18 5 3 6 4 18

小計 105 33 72 10 10 32 13 15 7 5 9 1 1 2 77 28

合計 399 307 1 91 15 13 38 17 106 71 40 26 18 12 10 9 5 3 16 242 157

障害者を対象とした選考試験

一般事務 11 4 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 4

※「年齢」は、令和５年４月１日現在である。

※「大学卒者」、「短大卒者」及び「高卒者」は、それぞれ卒業見込者を含む。

※「大学卒者」は、大学院の卒業者、卒業見込者及び在学者を含む。

中
卒
者
・
そ
の
他

高
卒
者
※

短
大
卒
者
※

大
学
卒
者
※

名
簿
登
載
者
数

以
上
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ク 採用選考

職員の採用は、競争試験で行うことが原則であるが、競争試験によって採用するこ

とが適当でない職種については、選考で行うことができるとされている。

職員の任用に関する規則は、選考によることができるものとして、組織上の職（部

長、統括監、課長、班長、主査等）、法令に定める資格又は免許を必要とする職（医

師、看護師等）、警察官の階級上の職のうち巡査部長以上の職、現業職員の職、その

他人事委員会が競争試験によることが適当でないと認める職等を規定している。

選考は、原則として人事委員会が行うが、警察官の階級上の職のうち警部以下の職

（人事交流による場合に限る。）、現業職員の職等への採用についての選考の権限は、

任命権者に委任している。

令和４年度に人事委員会が行った採用選考の状況は、次のとおりである。ただし、

障害者採用選考を除く（前項キを参照）。

職
選考申請人員

選考承認人員
知事部局 教育委員会 警察本部 病院事業局 計

統 括 監 級 2 2 2

課 長 級 1 2 7 10 10

班 長 級 8 8 8

主 査 級 16 5 21 21

主事・主任級 3 3 9 8 23 23

学 芸 員 1 1 1

保 健 師 15 15 15

精神保健福祉士 2 1 3 3

獣 医 師 5 5 5

学校栄養職員 4 4 4

診 療 科 部 長 2 2 2

診療科副部長 1 1 1

医 長 10 10 10

医 師 4 59 63 63

看 護 師 155 155 155

薬 剤 師 1 9 10 10

診療放射線技師 4 4 4

臨床検査技師 1 1 1

臨床工学技士 6 6 6

理 学 療 法 士 3 3 3

管 理 栄 養 士 5 5 5

航 海 士 1 1 1

通 信 長 1 1 1

機 関 士 3 1 4 4

機 関 員 1 1 1

司 厨 員 1 1 1

甲 板 員 1 1 1

計 37 38 22 264 361 361
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⑵ 昇任試験の状況

ア 警察官昇任試験の実施状況

警察官の昇任試験の実施等については、職員の任用に関する規則第36条第１項の規

定に基づき警察本部長に委任している。

令和４年度に警察本部長が実施した昇任試験の状況は、次のとおりである。なお、

令和４年度は、５月の本土復帰50周年記念イベントに係る警衛警護等の都合により試

験日程を前倒ししており、特に第一次試験は令和３年度中に実施している。

区分 受験資格 試験日 申 込 者 受 験 者
第一次 第二次 最終

競争率
合格者 合格者 合格者

在級年数： 第一次試験

（大学卒）巡査の階級に３年以上 令和４年３月12日(土)

巡 在級している者 （予備試験）

査 一 （短大卒）巡査の階級に４年以上 令和４年３月22日(火)

部 般 在級している者 第二次試験

長 （その他）巡査の階級に５年以上 令和４年４月18日(月) 593 582 80 50 41 14.2

在級している者 第三次試験

令和４年５月31日(火)

術科：銃剣道いづれかの有段者 ～６月１日(水)

で、かつ逮捕術、拳銃、救急法及

び鑑識の技能検定級位取得が初級

以上の者であること

在級年数： 第一次試験

（大学卒）巡査部長の階級に２年 令和４年３月19日（土）

以上在級している者 （予備試験）

警 一 （短大卒）巡査部長の階級に３年 令和４年３月29日(火)

部 般 以上在級している者 第二次試験

補 （その他）巡査部長の階級に４年 令和４年４月19日(火)

以上在級している者 第三次試験 513 492 71 50 41 12.0

令和４年５月30日(月)

術科：銃剣道いづれかの有段者 ～５月31日(火)

で、かつ逮捕術、拳銃、救急法及 （予備試験）

び鑑識の技能検定級位取得が初級 令和４年６月14日(火)

以上の者であること

在級年数：警部補の階級に４年以 第一次試験

上在級している者 令和４年３月26日(土)

（予備試験）

警 一 術科：銃剣道いづれかの有段者 令和４年４月５日(火) 403 393 71 35 27 14.6

部 般 で、かつ逮捕術、拳銃、救急法及 第二次試験

び鑑識の技能検定級位取得が初級 令和４年４月25日(月)

以上の者であること 第三次試験

令和４年７月12日(火)

～７月13日(水)

※ 在級期間の計算：休職、療養又は育児休業期間が６か月を超える場合、これらの期間を

除く。

※ 予備試験：新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、発熱等の体調不良者について

予備試験日に受験させる措置をとった。
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イ 昇任選考の状況

組織上の職（部長、統括監、課長、班長、主査等）、法令に定める資格又は免許を

必要とする職（医師、看護師等）、警察官の階級上の職のうち警視の職その他人事委

員会が選考によることが適当であると認める職等への昇任については、選考により行

うものとしている。

なお、(1)組織上の職が主査及びこれに相当する職以下の職、(2)警察官の階級上の

職のうち、警部、警部補及び巡査部長の職、(3)公務上の負傷若しくは疾病によって

死亡し、又は著しい障害の状態となった者の上位の職、(4)20年以上勤務して退職す

る者で、在職中の人事評価が特に優れていると認められるものの上位の職、(5)上記

(3)、(4)に準ずる者と認められるものの上位の職への昇任についての選考は、任命権

者に委任することとしている。

令和４年度に人事委員会が行った昇任選考の状況は、次のとおりである。

選考申請人員 選考

職 知事部局 企業局 病院事業局 議会事務局 教育委員会 警察本部 計 承認

人員

部長級 8 2 1 11 11

統括監級 17 5 2 9 33 33

課長級 39 3 4 11 18 75 75

班班長（主幹、課長補佐、学校事務長、県立病院課長等を含む） 71 6 2 1 27 6 113 113

長部長・副部長(医師) 18 18 18

級看護師長(看護主幹、副看護部長含む) 12 12 12

技師長(薬局長、副薬局長、副技師長・室長、主幹含む) 2 2 2

主査級 4 4 4

主任級 1 1 1

計 135 11 48 1 41 33 269 269

⑶ 臨時的任用

法第22条第２項では、「任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の

場合、臨時の職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の

承認を得て、６月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる」と規定されている。

これを受け、職員の任用に関する規則では、臨時的任用を行うことができる場合として、

ア 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、転任又は降任の方法により職

員を任命するまでの間、欠員にしておくことができない緊急の場合

イ 当該職が臨時的任用を行う日から１年以内に廃止されることが予想される臨時のも

のである場合

ウ 当該職に対する任用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な任用候補者

がない旨の通知を受けた場合、任用候補者の数が採用し、若しくは昇任させるべき者

の数に４人を加えた数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該

採用又は当該昇任の志望者が５人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な任用

候補者がない旨の通知を受けた場合

と、定めている。

臨時的任用を行う場合は、人事委員会の承認を得なければならないが、ア及びウの場

合並びにイに該当する臨時的任用が職員の産前休暇、産後休暇、病気休暇又は介護休暇

に伴う当該職員の代替業務に従事する職への任用に係るものである場合は、人事委員会

の承認があったものとみなしている。

また、臨時的任用の期間は、６月を超えない期間で更新することができ、この場合も

人事委員会の承認があったものとみなしている。
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令和４年度における臨時的任用に係る承認状況（みなし承認を除く。）は、次のと

おりである。

職名 知事部局 教育委員会 病院事業局 警察本部 計

主事 36 1 3 10 50

事務主事 2 2

臨床検査技師 2 2

計 36 3 5 10 54

⑷ 公益的法人等への職員の派遣等

地方公共団体における職員派遣に統一的なルールを設定し、職員派遣の適正化、手続

の透明化を図ること等を目的として、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に

関する法律（平成12年法律第50号）が制定され、これに伴い、沖縄県公益的法人等への

職員の派遣等に関する条例（平成13年沖縄県条例第45号）が制定された。

同条例及び同条例に基づく沖縄県公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成

14年沖縄県人事委員会規則第２号）において、職員を派遣（退職派遣を含む。）するこ

とのできる団体を次のとおり定めている。

（令和５年３月31日現在）

条例第２条第１項第２号 規則別表第２（第２条関係）

地方独立行政法人法（平成15年法律第118 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

号）第８条第１項第５号に規定する一般地 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会

方独立行政法人のうち、県が設立したもの 日本赤十字社

沖縄県農業共済組合

規則別表第１（第２条関係） 沖縄県土地改良事業団体連合会

公益社団法人沖縄県地域振興協会 全国漁業信用基金協会

公益財団法人沖縄科学技術振興センター 沖縄県土地開発公社

公益財団法人おきなわ女性財団 日本下水道事業団

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団 沖縄県住宅供給公社

一般社団法人沖縄県農業会議

公益財団法人沖縄県農業振興公社

公益社団法人沖縄県糖業振興協会 規則別表第３（第２条関係）

公益財団法人沖縄県畜産振興公社 地方公共団体金融機構

一般財団法人沖縄県水産公社 地方税共同機構

一般社団法人沖縄県漁港漁場協会 公益社団法人地域医療振興協会

公益財団法人沖縄県産業振興公社

一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 規則別表第４（第５条関係）

公益財団法人沖縄県文化振興会 那覇空港ビルディング株式会社

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 沖縄県環境整備センター株式会社

公益財団法人沖縄伝統空手道振興会 株式会社沖縄県物産公社

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 久米島空港ターミナルビル株式会社

公益財団法人沖縄県建設技術センター 石垣空港ターミナル株式会社

一般財団法人沖縄美ら島財団 沖縄都市モノレール株式会社

一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー

公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議
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⑸ 服務関係

職務に専念する義務の特例に関する規則（昭和47年沖縄県人事委員会規則第４号）第

２条第14号及び第15号の規定により、職員が職務に専念する義務を免除される場合とし

て、令和４年度に人事委員会が新たに承認したものは、次のとおりである。

ア 第14号関係

・2022年度全日本9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会（選手）

・第64回全日本実業団相撲選手権大会（監督・選手）

イ 第15号関係

・沖縄県職員の分限に関する条例（昭和47年沖縄県条例第４号）第１項の規定により、

医師の診断を受ける場合（沖縄県教育委員会）

・業務の関連で結核患者と接触があり、保健所から感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成10年10月２日号外法律第114号）第17条に基づく結

核接触者健康診断の受診勧告を受け、当該健康診断を受診する場合（知事）
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